
議第３２号 呉市下蒲刈介護福祉センター条例及び呉市高齢者生活福祉センター条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

呉市における介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」といいま

す。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以

下「総合事業」といいます。）の実施に伴い，呉市下蒲刈介護福祉センター及び

呉市高齢者生活福祉センターにおいて指定管理者が行うことができる事業につい

て，所要の規定の整備を行うものです。  

 

２ 改正の内容 

現在呉市下蒲刈介護福祉センター及び呉市高齢者生活福祉センターにおいて指

定管理者が行うことができる事業として定めている事業のうち，居宅要支援被保

険者に対する事業の区分が，総合事業の実施に伴い，次表のとおり予防給付から

総合事業に移行するため，両施設で引き続き移行後の総合事業を行うことができ

るよう規定を整備します。 

また，当該総合事業の利用料金の額について，法第１１５条の４５の３第２項

に規定する第１号事業支給費の額を基準とするよう規定を整備します。 

現行（予防給付） 移行後（総合事業） サービス内容 

介護予防訪問介護 第１号訪問事業 居宅における入浴，排せつ，食事

等の日常生活上の世話 

介護予防通所介護 第１号通所事業 施設に通い行われる，入浴，食事

等の世話及び機能訓練 

介護予防支援 第１号介護予防支援事業 サービス計画の作成，サービス事

業者との連絡調整等の援助 

 ※ 介護予防支援については，総合事業のみを利用する居宅要支援被保険者等に

対して行われるものに限り，第１号介護予防支援事業に移行します。 

 

３ 施行期日 

 平成２９年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

(1) 呉市下蒲刈介護福祉センター条例（第 1 条の規定による改正部分） 

現行 改正案 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第６条 指定管理者が行う業務は，次のとおり

とする。 

第６条 指定管理者が行う業務は，次のとおり

とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 



２ 指定管理者は，センターにおいて，前項各

号に掲げる業務のほか，法第４１条第１項に

規定する居宅要介護被保険者又は法第５３条

第１項に規定する居宅要支援被保険者に対す

る法第８条第２項に規定する訪問介護，法第

８条の２第２項に規定する介護予防訪問介

護，法第８条第７項に規定する通所介護及び

法第８条の２第７項に規定する介護予防通所

介護に係る事業を行うことができる。 

 

２ 指定管理者は，センターにおいて，前項各

号に掲げる業務のほか，次に掲げる事業を行

うことができる。 

(1) 法第８条第２項に規定する訪問介護，法

第１１５条の４５第１項第１号イに規定す

る第１号訪問事業その他の居宅介護等事業 

(2) 法第８条第７項に規定する通所介護，法

第１１５条の４５第１項第１号ロに規定す

る第１号通所事業その他のデイサービス事

業 

 （利用料金等） 

第１２条  利用者は，当該利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を指定管理者に納

付しなければならない。 

 （利用料金等） 

第１２条  利用者は，当該利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を指定管理者に納

付しなければならない。 

２ 利用料金の額は，法第４１条第４項第１号

又は第５３条第２項第１号    に規定する

厚生労働大臣が定める基準その他法令等に定

める基準によるものとする。 

２ 利用料金の額は，法第４１条第４項第１号

又は第１１５条の４５の３第２項に規定する

厚生労働大臣が定める基準その他法令等に定

める基準によるものとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 

(2) 呉市高齢者生活福祉センター条例（第２条の規定による改正部分） 

現行 改正案 

（指定管理者に行わせる業務等） （指定管理者に行わせる業務等） 

第２条の３ 市長が指定管理者に行わせる業務 

は，次のとおりとする。 

第２条の３ 市長が指定管理者に行わせる業務 

は，次のとおりとする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

２ 指定管理者は，センターにおいて，第２条 

各号に掲げる事業のほか，次に掲げる事業を 

行うことができる。 

２ 指定管理者は，センターにおいて，第２条 

各号に掲げる事業のほか，次に掲げる事業を 

行うことができる。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）第８条第２項に規定

する訪問介護及び法第８条の２第２項に規

定する介護予防訪問介護に係る事業その他

のホームヘルプサービス事業 

(2) 法第８条第７項に規定する通所介護及び

法第８条の２第７項に規定する介護予防通

所介護に係る事業その他のデイサービス事

業 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）第８条第２項に規定

する訪問介護，法第１１５条の４５第１項

第１号イに規定する第１号訪問事業その他

の居宅介護等事業      

(2) 法第８条第７項に規定する通所介護，法

第１１５条の４５第１項第１号ロに規定す

る第１号通所事業その他のデイサービス事

業 

(3) 法第８条第２４項に規定する居宅介護支 (3) 法第８条第２４項に規定する居宅介護支 



援及び法第８条の２第１６項に規定する介 

護予防支援に係る事業          

                     

        

援及び法第８条の２第１６項に規定する介 

護予防支援に係る事業並びに法第１１５条

の４５第１項第１号ニに規定する第１号介

護予防支援事業 

３ （略） ３ （略） 

 

 

 

 


